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「グリーンヒルズいさはや西部台 2工区東２地区 １宅地分譲」公募要項 

 

令和８年 7月 1日 

長崎県住宅供給公社 

 

長崎県住宅供給公社は、下記のとおりグリーンヒルズいさはや西部台の住宅用地

１区画を販売します。 

記 

 

１ 土地の所在 

  長崎県諫早市大さこ町６０１番１  

   

２ 販売する土地 

  宅地 1区画 図１、図２、図 3-１、図 3-2、図 4-1、図 4-2 

  グリーンヒルズいさはや西部台 2工区東２地区の１宅地分譲  

 

３ 宅地面積及び販売価格 

  宅地面積 ３２９．５８㎡（約９９．７坪） 販売価格 １９，２４７，０００円 

 

４ 購入の資格について 

 １）自ら居住するため、又は親族が居住するため戸建住宅用地を必要とする者 

 ２）購入する土地代金の支払いができる者 

 

５ 権利関係について 

   購入された宅地には、所有権移転登記の日から起算して５年間、長崎県住宅供給公社

（以下「公社」という）を権利者とする買戻特約登記を設定します。 

   当団地は、地方住宅供給公社法の適用をうけており、土地取得から５年間、宅地

として譲渡した土地に関する所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利、

又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転などを行う場

合には、公社の承認が必要となります。 

   これらの事項その他公社分譲に関する譲渡契約の条項に違反した際は、公社は 

契約を解除し当該宅地の買戻しを行う場合があります。 

 

６ 建築条件 

 分譲する宅地は、戸建住宅を建築することを条件とする宅地分譲です。 

 ２世帯住宅は可ですが、アパート建築や複数宅地に分割はできません。 
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 店舗・事務所等兼用住宅建設する場合は、公社の承諾が必要です。 

 （宅地譲渡契約書第８条） 

 

７ 良好な住環境維持のための手続きについて 

   当団地は住みよい街づくりを計画的に推進し、良好な住環境を将来にわたって維

持していくために、下記の地区計画、建築ガイドラインを定めており、建築行為を

行う際は、公社に建築ガイドラインの届出を行う必要があります。 

 

ａ）地区計画の名称 グリーンヒルズいさはや西部台 

都市計画法第１２条の４に定められた地区計画の区域内ですが、地区整備計画が

定められていないため、諫早市への地区計画の届出は不要です。 

ただし、周辺住宅は地区整備計画が定められているため、周辺住宅と協調した住

宅の建築をお願いします。 

 

 ｂ）グリーンヒルズいさはや西部台建築協定に準じた建築ガイドライン 

   住民自らが良好な住環境を将来にわたって維持していくためのまちづくりルー

ルが適用されています。 

※手続きの流れ 

   建築ガイドラインに関する届出 → 長崎県住宅供給公社 用地部 

 

８ 建築物の敷地・建築物に関する規制内容について 

   現地および周辺は、将来にわたって良好な住環境の保全を目的とした「長崎都市 

計画グリーンヒルいさはや西部台地区計画」及び諫早西部台東エリアにおける建築 

協定に準ずる「建築ガイドライン」が定められています。 

  建築計画を行う場合は、上記を踏まえて専門業者に御相談をお願いします。 

※詳細については、添付資料を参照いただき、公社用地部へお尋ねください。 

  

９ 地上機器等について 

  当団地では、電気・電話・ＣＡＴＶの線を団地内道路に埋設し、宅地内に配線さ 

れています。取り込みボックスが建築工事で雨水等による浸水の恐れがありますの

で、建設業者と十分打ち合わせのうえお取り付けください。 

  また、現地に設置した地上機器（トランス・LB・・デススルルボックス等）の位置

は変更できません。 

  

１０ ＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）について 

   高度情報化社会への対応・鮮明な画像・良好な街並み景観の形成を目的として、
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ＣＡＴＶ受信施設が設置されていますので、購入者はこの設備を利用（有料）くだ

さい。なお、加入工事の負担はありませんが、御利用にあたっては設置者の諫早ケ

ーブルメスィア（株）と受信契約を結んでください。 

   アンテナを設置する場合は、壁掛け型など家屋から突出しないもの（建築協定に

準ずるガイドライン参照）に限ります。 

 

１１ 駐車スデースについて 

歩道側（東側調整池側）から車の出入りは出来ません。 

駐車スデースは、安全上ならびに地上機器などに影響がないように配置してくだ

さい。ただし、建築協定に準ずるガイドラインは遵守してください。 

 

１２ 敷地境界線について 

   今回分譲する宅地の土地境界については、土地確定測量時に境界標が既に設置さ

れています。 

   工事に際し、特に外溝工事などで境界標周辺を掘削するときは、事前に関係者と

立ち合いのうえ行い、隣接地とのトラブルが生じないよう細心の注意を払ってくだ

さい。 

   境界標等を誤って紛失した場合又は、無断で移動させた場合は、関係者立ち合い

のうえ自己の責任と費用で復元していただくことになります。 

 

１３ 水道加入金について 

   水道加入金は、水道メールーの口径に応じた負担が発生します。詳しくは諫早市

上下水道局水道課に御確認ください。 

 

１４ 申込受付 

（１）購入申込受付 

ア 受付期間 令和８年７月１日（水）から令和８年８月１９日（水）まで 

イ 受付時間 土日祝日を除く月曜から金曜までの午前１０時～午後 5時まで 

ウ 受付場所 長崎市元船町１７－１ 長崎県大波止ビル６Ｆ 

長崎県住宅供給公社 用地部 分譲・財産管理班 

エ 郵送   郵送の場合は、令和８年８月１９日（水）午後５時までに必着 

        複数の申込があった場合は、くじ引きで抽選します。 

 

（２）提出書類 

ア 購入申込書 別紙１、誓約書 別紙２ 

イ 住民票抄本 1通 
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ウ 前年度分所得証明書 給与所得の源泉徴収票（写し）等 １通 

エ 印鑑証明書 1通 

 ※共有での購入予定者は、公社へお問い合わせください。 

 

１５ 購入者の決定方法 

   申込者が一者の場合は、審査後速やかに決定通知をします。 

   申込者が複数の場合は、審査後、抽選により決定します。 

   抽選日時 令和８年８月２０日（木）午前１１時から 

        抽選はくじ引きとします。 

※本人または代理人がくじ引きを行います。 

本人、代理人ともに不在の場合は、公社職員が行います。 

   抽選場所 長崎県大波止ビル６階 旧理事長室 

 

１６ 土地売買契約等について 

（１）宅地予約契約 

    購入者の決定から原則２週間以内に宅地予約契約（別紙３）を締結していただ

き、引き続き、宅地予約契約締結から３ヶ月以内に宅地譲渡契約（別紙４）を締

結することになります。 

（２）予約金の納付 

    宅地予約契約締結日の翌日から２週間（14日）以内に、予約金として５０万

円を公社が指定する方法で納入していただきます。なお、宅地譲渡契約を締結し

ないときは、宅地予約契約を解除し予約金は全額返還いたします。 

（３）土地代金の支払い 

    宅地譲渡契約書記載の支払期限までに、公社が指定する金融機関に振り込んで 

ください。なお、支払い期限までに、土地代金の支払いがない場合、契約書に基 

づき契約の解除及び違約金の支払いが発生する場合があります。 

（４）所有権移転登記及び引渡し 

    土地代金納入後、購入者が所有権移転登記及び買戻特約登記を行い、費用は御

負担いただきます。なお、土地は現状有姿により引渡しを行います。 

（５）用途の遵守 

    宅地の引渡し日の翌日から 3 年以内に戸建住宅を建築することを譲渡条件と

します。 

（６）公租公課の負担 

    土地引渡日以降分は購入者の負担とします。 

（７）関係法令等の遵守 

    建物建築等については、建築基準法等の法令を遵守してください。 
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１７ 都市計画法及び建築基準法等による用途地域制限 

（１）用途地域 第一種低層住居専用地域 

（２）建ぺい率 ５０／１００ 

（３）容積率  ８０／１００ 

 

１８ 上下水道、電気、ガス等 

上下水道宅地内取付管、ガス管、電気及び電話は、宅地内へ引き込み済です。 

 

１９ 購入される方へのお知らせ 

（１）ゴミステーション 

    ゴミステーションの位置は変更できません。清掃当番は自治会の輪番制です。 

（２）西部台大さこ町第二自治会について 

    住民相互の親睦と福祉及び文化的で健康的な住みよい住宅環境の整備、保全及

び生活向上を図ることを目的として、自治会への加入をお願いいたします。 

    自治会加入金１万円および会費等を自治会が徴収に伺います。 

 

２０ 公募期間終了後の販売について 

公募終了後、購入者がない場合は次のとおり販売します。 

（１）受付 令和８年８月２６日（水）午後２時から、用地部分譲・財産管理班にて 

（２）決定方法 先着順に受付し、審査後に決定します。 

 

 

〇購入申込者は上記の内容を理解のうえお申込みください。 

 

 

【問合わせ先】 〒850-0035 

長崎市元船町１７－１ 長崎県大波止ビル６Ｆ 

        長崎県住宅供給公社  用地部 分譲・財産管理班 松尾、酒井 

        ＴＥＬ ０９５－８２２－４８００ 

        ＦＡＸ ０９５－８２４－１７６５ 

 

 

 

 

 



 

 - 6 -  
 

添付書類 

・図 1 ：位置図 

・図 2 ：周辺図 

・図 3-1：地積測量図（旧 601-1） 

・図 3-2：地積測量図（旧 601-3） ※601-3は 601-1と合筆済 

・図 4-1：現況写真 

・図 4-2：現況写真 

・物件概要 

・別紙１ ：購入申込書 

・別紙２ ：誓約書  

・別紙３ ：予約契約書  

・別紙４ ：宅地譲渡契約書  

・別紙５ ：建築協定に準ずる建築ガイドライン、ガイドラインに関する届出 

・別紙６ ：確認書 

・別紙７ ：全部事項証明書 

・別紙８ ：字図 

 

 

【主な周辺情報】 

〇スーパーマーケット  イオンルウン西部台 約 500ｍ 徒歩約 ７分 

〇中学校        明峰中学校     約 900ｍ 徒歩約１２分 

〇小学校        御館山小学校    約 800m  徒歩約１０分 

〇公 園        堀の内公園     約 500ｍ 徒歩約 ７分 

〇病 院        諫早総合病院    約 4100m  車で約  9分 

〇バス停留所      堀の内東      約 600ｍ 徒歩約  ８分 

〇公共機関       市真津山出張所   約 1800m  車で約 ４分 

※所要時間は、実際の交通状況等により異なります。 



図１
大さこ町601-1 位置図



イオンタウン西部台

R34

601‐1

図2周辺図

西栄田公民館



601-3と合筆する前の地積測量図 図３‐１



601-3と合筆する前の地積測量図

図３‐１



601-3は、601－1と合筆した
図３‐２



601-3は、601－1と合筆した 図３‐２



601－1

6－7
6－6

594－5

北東側から撮影 図４－１



601－1

594－5

6－7
6－6

北西側から撮影 図４－２



 

                                  

 別紙１ 

グリーンヒルズいさはや西部台購入申込書 

 

令和８年  月  日 

長崎県住宅供給公社 

理事長 犬塚 尚志 様 

    〒 

購入申込者  住所 

 

                  （フリガナ）    

氏名               ㊞ 

 

 

 

公募要項を熟読のうえ下記のとおり相違なく提出書類を添えて申し込みます。 

購入決定のうえは、グリーンヒルズいさはや西部台分譲公募要項記載事項等を遵守します。 

記 

申

込

者 

連絡先 自宅 携帯 

勤務先  

勤務先所在地  

電話  

同

居

人

の

状

況 

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業 年収（見込）千円 

本人      

      

      

      

      

住宅用地を必

要とする理由 

 

希望する宅地 601-1 面積      ３２９．５８㎡ 金額    19,247 千円 

建

築

計

画 

住居の 

規模・構造 

 

資金計画 
土地 自己資金     千円 借入金        千円 

建物 自己資金     千円 借入金        千円 

提出書類 
〇誓約書、住民票抄本、印鑑証明書 

○前年度分所得証明書（給与所得の源泉徴収票（写し）等） 

受付番号 第       号    



 

                                  

                                    別紙２ 

誓  約  書 

 

 私は、グリーンヒルズいさはや西部台の申込に関して、購入者の資格を満たす

とともに、下記事項に該当しないことを誓約します。 

 

 

記 

 

１ 未成年者 

 

２ 成年被後見人 

 

３ 被保佐人 

 

４ 被補助人 

 

５ 破産者で復権を得ない者 

 

  令和８年  月  日 

 

長崎県住宅供給公社 

理事長 犬塚 尚志 様 

 

 

 

購入申込者 

 

住所 

 

氏名                ㊞ 

 

 



 

分譲地/グリーンヒルズいさはや西部台 2 工区東-２地区 

物件概要 

 

 

 

 

 

 

 

団地名称 グリーンヒルズいさはや西部台 

所在地 諫早市大さこ町 ６０１番１ 

開発法 新住宅市街地開発法  （令和 5 年 3 月 31 日付都市計画決定廃止） 

都市計画区域 市街化区域 

用途地域 第 1 種低層住居専用地域 

建ぺい率 50％ 

容積率 80％ 

地目 宅地 

区画数、土地代金 1 区画  ３２９．５８㎡、土地代金 19,247,000 円 

交通 県営バス（堀の内東バス停より徒歩約８分） 

道路 アスファルト舗装、1５ｍ・6ｍ （東側歩道から車両の出入不可） 

電気 九州電力（株）（電線類地中化） 

ガス 九州ガス（株） 

上水道 諫早市上下水道局（水道課） 

下水道 諫早市上下水道局（下水道課） 

CATV、電話 諫早ケーブルメディア（株）、NTT 西日本（電線類地中化） 

公園 街区公園：堀の内公園 

諸費用 

① 契約書収入印紙（予約契約 200 円、本契約１万円）② 銀行振込手

数料 ③ 登記費用（約 19 万円） ④ 自治会加入金（1 万円外） 

 

東-２地区 最終分譲１宅地 

 

 
■ 2 工区東-２地区 



  別紙３ 

 

                          いさはや西部台 

                              

                                

 

 

 

 

 

 

 

宅地譲渡予約契約書 

 

長崎県住宅供給公社（以下「甲」という。）と 

（以下「乙」という。）は、土地の譲渡について、公募要項等に記載

された内容を承諾のうえ、次のとおり宅地の譲渡予約契約を締結す

る。 

 

（譲渡予定の土地） 

第１条 甲が乙に譲渡する土地は下記のとおりとする。 

 

記 

 

１．譲渡予定地   諫早市大さこ町６０１番１ 

 

２．土 地 

 （１）地 目     宅 地 

 （２）地 積     329.58 ㎡ 

 

３．土地譲渡価格   19,247,000 円 

  

４．建物着工予定時期  令和  年  月頃 

 

        

 

印紙税法第 5 条第 2 項に

より本公社は収入印紙の

貼付を必要としません 

乙保有 

本人 

実印 



  別紙３ 

 

                  いさはや西部台 
 

 

 

 

 

 

（予約金） 

第２条 乙は予約金として５０万円を契約日の翌日から１４日以内に 

（令和  年  月  日まで）納入する。 

 

２．予約金が納入されない場合は、予約契約を解除するものとす 

る。 

 

３．予約金は本契約締結後、乙が甲に納入する譲渡代金の一部と 

して充当する。 

 

４．甲は、乙が予約契約締結後、３ヶ月以内（令和  年  月  

日まで）に本契約を締結しないときは、予約契約を解除し 

予約金は全額返還するものとする。ただし、この返還金には利

息は附さないものとする。 

 

                 令和  年  月  日 

 

 

 

  「甲」住 所  長崎市元船町１７－１ 

     氏 名  長崎県住宅供給公社 

          理事長 犬塚 尚志 

   

  「乙」住 所                  

 

 

     氏 名                  

    

本人 

実印 

本人 

実印 



                                      別紙４ 
  

本         共 
                                      有 

人             者 
                

（1） 

 

宅 地 譲 渡 契 約 書 

 

 長崎県住宅供給公社（以下「甲」という。）と ●● ●●「（以下「乙」とい

う。）は、甲が所有する宅地（以下「宅地」という。）の譲渡に関して、次のとおり

宅地譲渡契約（以下「本契約」という。）を締結する。  

 

（譲渡物件）  

第１条 甲が乙に譲渡する宅地は下記のとおりとし、本宅地上に乙が自ら居住する

ための住宅（以下「住宅」という。）を建設することを条件として、甲から現状によ

り乙に譲渡するものとする。  

記  

              物件の表示  

       所 在 地    諫早市大さこ町６０１番１  

       地  目    宅 地  

       宅地面積    ３２９．５８㎡（全部事項証明書記載面積）  

 

（譲渡価格）  

第２条 甲が乙に譲渡する宅地の譲渡価格は、金１９，２４７，０００円とする。  

 

（譲渡代金の支払い方法）  

第３条 乙は、第２条の譲渡代金を下表のとおり甲に支払わなければならない。  

      

回数  金   額  支 払 期 限  摘 要  

1 ５００，０００円       
予約契約金を  

土地代に充当  

2 １８，７４７，０００円  令和●年●●月●●日   

3    

計  １９，２４７，０００円    

 ２ . 乙は前項の譲渡代金を、甲の発行する納付書により電信振込で甲に支払うも

のとする。電信振込手数料は、乙が負担する。  

 

（宅地の引渡し及び所有権移転）  

第４条 甲が乙に譲渡する宅地の引渡しは、第３条第１項に定める譲渡代金全額完



                                      別紙４ 
  

本         共 
                                      有 

人             者 
                

（2） 

 

納後、現地立会いのうえ行うものとする。  

２ . 宅地の所有権は、前項の引渡しと同時に甲から乙に移転し、以後の宅地の維持

管理責任は、所有権移転登記前であっても管理に伴う一切の費用、災害及びその他

の損害は乙の負担とする。  

３ . 前項の規定により賦課される公租公課（起算日：４月１日）については、引渡

し日より乙の負担とする。  

 

（買戻特約付き登記及び費用）  

第５条 甲は、第４条の規定による所有権の移転登記と同時に乙の本契約各条項の

履行を確保するために、５年間（以下「買戻特約期間中」という。）宅地の買戻し

ができる旨の特約登記を行うものとする。  

２ . 宅地の所有権移転登記及び買戻特約登記は、宅地の引渡し後、乙が速やかに行

うものとする。  

３ . 前項の登記に要する一切の費用は、乙の負担とする。  

４ . 甲は、第１項の規定による登記に必要な書類等を乙より求められたときは、遅

滞なく当該書類等を提出しなければならない。  

５ . 買戻特約登記の抹消登記は、第１項の期間満了後乙が行い、その費用は乙の負

担とする。  

 

（住宅建築の義務）  

第６条 乙は、宅地の引渡日の翌日から３年以内に住宅を建築しなければならない。

なお、乙は工事請負業者と工事請負契約を締結する前に、甲より建築協定に準ずる

建築ガイドラインに適合する旨の確認を受けなければならない。  

 

（住宅建築時の届出義務）  

第７条 乙は、住宅を建設するときは、着工する前に確認書を甲に提出するものとす

る。  

 

（禁止事項）  

第８条 乙は、当該宅地及び建設する住宅は居住以外の用途に使用してはならない。

ただし、店舗・事務所等供用住宅を建設する場合は、甲の承諾を受けるものとする。

この場合、住宅部分の床面積は、延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供し、か

つ、居住以外の用途に供する部分の床面積の合計が５０㎡を超えないものとする。 

 

（承諾事項）  

第９条 乙は、宅地の買戻特約期間中で、宅地に関し、次に掲げる行為を行うときは、
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予め甲の承諾を受けなければならない。  

（１）所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利または賃借権、その他

の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転をすること。  

（２）当該宅地に建設する住宅の一部を居住以外の用途に併用すること。  

 

（通知義務）  

第１０条 乙または乙の相続人は、宅地の買戻特約期間中、次の各号に定める事項に

該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を甲に通知し必要な手続きを取らなけ

ればならない。  

（１）乙がその住所、氏名を変更したとき、または死亡したとき。  

（２）乙が強制執行、仮差押え若しくは仮処分を受け、または競売の申立てを受

け、または民事再生の申立てをしたとき。  

（３）破産の申立て（自己申立てを含む）があったとき。  

 

（引渡し前の契約解除）  

第１１条 甲は、宅地を乙に引き渡すまでの間、乙が次の各号の一に該当するとき

は、本契約を解除することができるものとする。  

（１）乙が第３条に定める譲渡代金を甲の指定する期日までに支払わなかったと  

  き。  

（２）乙が資格を偽る等不正な行為により本契約を締結したとき。  

（３）乙が住宅金融支援機構または、民間金融機関等（以下「機構等」という。）

から乙に融資される借入金の承認が受けられなかったとき。  

（４）乙より書面による本契約の解除の申出があり、甲が止むを得ない事情があ

ると認めたとき。  

 

（引渡し後の契約解除及び買戻し）  

第１２条 甲は、買戻特約期間中に次の各号のいずれかに該当するときには、催告を

要しないでこの本契約を解除し、または宅地を買戻すことができるものとする。  

（１）乙が本契約第８条（禁止事項）または第９条（承諾事項）の規定に違反した

とき。  

（２）乙が資格を偽るなど、不正な行為により宅地の引渡しを受けたとき。  

（３）その他、乙が本契約条項に違反したとき。  

 

（宅地の明け渡し）  

第１３条 乙は、甲が本契約を解除し宅地を買戻したときは、直ちに宅地を原状に回

復のうえ、甲に明け渡さなければならない。  
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（譲渡代金の返還）  

第１４条 甲は、本契約を解除し宅地を買戻したときは、本契約に基づき乙が甲に支

払った譲渡代金を、乙が前条による宅地の明け渡しを完了すると同時に、乙に返還

するものとする。  

 

（違約金）  

第１５条 乙が、第１１条の規定に基づき本契約を解除したときは、違約金として譲

渡価格の１００分の１０に相当する金額を甲に支払うものとする。  

 ただし、甲が止むを得ない事情と認めたときは、この限りでない。  

２ . 乙は、甲が第１２条の規定に基づき本契約を解除し宅地を買戻したときは、  

譲渡価格の１００分の２０に相当する違約金を甲に支払うものとする。  

 

（損害賠償）  

第１６条 甲が本契約を解除し宅地を買戻す場合において、甲が損害を受けたとき

は乙がその損害を賠償するものとする。  

２ . 前項の損害賠償額は、甲が定めるものとする。  

３ . 甲が本契約を解除し、宅地を買戻した場合で乙が損害を受けても、甲は賠償の

責を負わないものとする。  

 

（契約解除等の場合における機構等に対する債務の支払い）  

第１７条 甲が第１２条の規定に基づき乙に対して本契約を解除し、または宅地を

買戻す場合において、甲が乙に返還すべき金銭債務（以下「返還金」という。）が

あり、かつ、乙が住宅金融支援機構（住宅金融支援機構の証券化支援事業によって

住宅金融支援機構に債券を譲渡することとなる金融機関を含む。以下「機構等」と

いう。）と金銭消費賃借契約及び抵当権設定契約を締結し、機構等に対して債務（以

下「機構等債務」という。）を負っている場合にあっては、機構等債務の額が返還

金以上の額であるときは返還金の額を、返還金以下の額であるときは機構等債務

の額を乙の機構等債務の弁済に充てるため、甲が乙に代わって機構等に支払うも

のとする。  

                   

（相  殺）  

第１８条 甲は、本契約を解除し宅地を買戻し、甲から乙に返還すべき金額があると

きは、乙に返還すべき金額から第１５条及び第１６条の規定により乙が甲に支払

うべき金額を差し引いた残額を乙に返還することができるものとする。  

２ . 前項の場合において、乙が甲に支払うべき金額について不足額が生じたときは、

乙はその不足額を甲の定める方法により、甲に支払わなければならない。  
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（延滞損害金）  

第１９条 乙は、本契約に基づき甲に支払うものとされる金額を甲が指定した期日

までに支払わなかったときは、支払うべき金額に対し、それぞれ指定した期日の翌

日から完納に至るまでの日数に応じ、年（３６５日当たり）３．０パーセントの率

で算出した延滞損害金を甲に支払うものとする。  

 ただし、甲が止むを得ない事情があると認めた場合は、減免または免除すること

ができる。  

 

（引渡し前の滅失等）  

第２０条 売買物件の引渡し前に、天災地変その他甲又は乙のいずれの責にも帰す

ことのできない事由によって、売買物件が滅失し甲がこれを引き渡すことができ

なくなったときは、甲は既に受領済の金員の全額を返還し本契約を解除すること

ができる。ただし、金員に利息を付さない。  

２ . 前項によって本契約が解除された場合は、乙は甲に対して理由、名目の如何に

かかわらず損害賠償の請求はできない。  

 

（契約不適合責任）  

第２１条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、引渡しの日から２年以内に甲に

通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をするこ

とができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることがで

きる。 

(1) 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙

が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。 

(2) 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。 

(3) 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すこ

とができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求

することができる。 

(4) 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。 

(5) 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本

契約を解除することができる。 

(6) 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修

補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。 

２．前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできな

い。 

３．乙が本契約締結時に契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。 
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（環境維持）  

第２２条 乙は、グリーンヒルズいさはや西部台（以下「いさはや西部台」という。）

において他の居住者と互いに協力し、いさはや西部台の健全な住環境の形成と環

境維持に努めるものとする。  

２ . 都市計画の変更等行政上の措置またはいさはや西部台の居住者の前項の違反等

により宅地の住環境に変更が生じたときは、乙は甲に対して損害賠償の請求その

他、異議の申立ては行わないものとする。  

３ . 乙は、本宅地がグリーンヒルズいさはや西部台建築協定に準ずる建築ガイドラ

インの区域内にあることを承諾のうえ買い受けるものであり、それを遵守しその

目的達成に努めるものとする。  

 

（暴力団等の排除に係る契約解除）   

第２３条  甲は、乙が長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱（平成２２年  

９月１３日施行）別表１に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場  

合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。   

２．甲が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損  

害を賠償する責を負わない。   

３．第１項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第２条に定め

る譲渡価格の１０分の１に相当する額を違約金として甲に支払わなければならな

い。  

 

（契約継承）  

第２４条 乙は、第９条の規定により宅地を第三者に譲渡、賃貸、無償貸与する場合

は、本契約の各条項等を第三者に遵守させるものとする。  

 

（管轄裁判所）  

第２５条 この契約から生じる権利義務に関して紛争が生じたときは、長崎地方裁

判所を管轄裁判所とする。  

 

（協  議）  

第２６条 この契約に関し、または契約に定めのない事項について疑義が生じたと

きは、その都度甲乙協議して定めるものとする。  
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  この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保

有するものとする。  

 

 

令和   年   月   日  

 

 

 

 

甲  住 所    長崎市元船町１７番１号  

 

      氏 名    長崎県住宅供給公社  

             理事長  犬塚 尚志   公印  

 

   

 

 

乙  住 所  

     

      氏 名                 実印  
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別紙５

届出者 住所　

氏名　 印

諫早市大さこ町601番1

１　２　３　４　５　６　７　８　９　１０　１１　←該当番号に○をつけてください。

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

□配置図　　　　　□建物立面図（着色）　　　　□外構図　　　　□外構立面図（着色）

□広告物（着色）　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

番号 届出

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

令和　　年　　月　　日

上記の届出事項は建築協定の定める事項に ・適合しています。

・適合していません。

代理者　 建築協定運営委員会　委員長

長崎県住宅供給公社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

適・不適

　土地の所有者等は近隣と協調関係を保持し（管理組合の設置等）建
築物及びその付帯物の手入れに十分注意を払うこととする。

敷地内の配線、配管
　敷地内における電気、電話、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ等の各配管は地下埋設とす
る。

適・不適

建築物等の意匠の制
限

　建築物等の屋根及び外壁の色は、原色（高彩度の純色に近い色）を
避けた落ち着きのある色ものとする。

適・不適

適・不適

その他（維持管理等）

9 自動販売機、広告物等

　広告物等は自己の用に供するもので、高さ４.０ｍ以下で建物を利用し
たものとし、かつ、表示面積が５.０㎡以下とする。

適・不適

独立して建てる看板、広告物等は自己の用に供するもので、高さ１.８ｍ
以下とし、道路境界より０．５ｍ以上後退させることとし、かつ、表示面積
の合計が１.０㎡以下とする。

適・不適

　自動販売機等は道路境界より０．５ｍ以上後退させなければならな
い。

門及び門の付帯物の
大きさ

　門及び門の付帯物は、道路に面する部分の長さの合計を６.０ｍ以内と
する。

適・不適

　ただし、公共施設その他これらに類する公益上必要なものはこの限り
ではない。

工作物等
　敷地境界線法面上にスラブ、バルコニー、出窓等の持ち出し等の使用
を禁止する。
　ただし、植物の枝葉部分についてはこの限りではない。

適・不適

TV、ｱﾏﾁｭｱ無線等のｱ
ﾝﾃﾅ類

　テレビ及びアマチュア無線等のアンテナを屋外に設置してはならない。

かき又は柵の構造

　道路に面するかき又は柵で、敷地地盤面より高さ７０センチメートル超
える部分にコンクリートブロック等を設置する場合は、敷地地盤面より高
さ２.０メートル以下かつ道路面の見付面積となる部分の開口率が５０％
以上の透視可能な構造とする。

適・不適

門及び門の付帯物の
位置

　建物玄関への出入口に設置する門及び門の付帯物は、道路境界から
０.５ｍ以上後退させなければならない。

適・不適

バイク、自転車置場 　バイク、自転車置場等は、占有敷地内で確保するものとする。 適・不適

外灯（防犯灯）の位置
　玄関の門柱付近には、防犯灯を１箇所以上、道路に近接した場所に
設置しなければならない。

適・不適

添 付 図 面 等

建 築 協 定 の 基 準 事 項 チェック

駐車場及び駐車場の
出入口

　歩道に面して駐車場出入口を設けてはならない。
　ただし、宅地の構造上やむを得ない場合はこの限りではない。

適・不適

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞいさはや西部台（東２地区）建築協定に準ずる建築ガイドラインに関する届出

令和　　年　　月　　日

届 出 の 場 所

届 出 の 内 容

着 工 予 定 日

完 了 予 定 日



令和  年  月  日 

長崎県住宅供給公社  

理事長 犬塚 尚志 様 

 

住  所 

会社名 

                                                                          社印 

担当者               印 

 

 

 

確 認 書 

 

弊社は「いさはや西部台」諫早市大さこ町６０１－１の購入者         様 

と住宅の工事請負契約を締結し、住宅を建設するにあたり右記事項について貴社担当 

者より説明を受け、その内容を遵守し履行することを確約いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確 認 事 項 

 

 

① 当団地には、建築協定に準ずるガイドライン等が定められていることを承知しています。 

周辺の良好な居住環境と調和した戸建て住宅団地及び緑豊かな街並み形成を、保全、創

出に努めます。 

 

② 建物設計にあたり、購入者の意向を尊重しつつ「いさはや西部台」の良好な居住環境の

維持・促進のため、公募要項に定めている「良好な住環境を守るための建築規制につい

て」・「建築物の敷地・建築物に関する規制内容について」及びその他の法的建築手続き

を踏まえ、購入者の納得のいく家造りに努め、疑義が生じた場合は公社職員と協議検討

します。 

 

③ 建築協定に準ずるガイドラインの届出は、公社へ提出します。 

 

④ 地盤調査に着手する場合は事前に公社に連絡します。 

 

⑤ 作業日・作業時間等は下記の通り遵守します。 

午前８時３０分から午後６時ごろまでとします。日曜・祭日は休日とします。 

なお、上棟式等を日曜・祭日に行う場合は儀式のみとし公社へ必ず連絡します。 

 

 

 

 

                 購入者  

氏 名                 印 

 

別紙６ 

 








